
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。

「

様
式
第
七
号
の

中
「の

型
番

」
を
「又

は
全
自
動
調
理
機
の
型
番

」
に
改
め
、
同
様
式
の

中

（表）

（裏）

業
飲
食
店
の
う
ち
簡
易
飲
食
店
営
業
の
施
設

□

生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設

□

種に
ふ
ぐ
の
処
理
を
行
う
施
設

□

応じ

（ふ
り
が
な

）

た情
ふ
ぐ
処
理
者
氏
名

※
ふ
ぐ
を
処
理
す
る
営
業
の
場
合

認
定
番
号
等

報

「

飲
食
店
の
う
ち
簡
易
飲
食
店
営
業
の
施
設

□
飲
食
店
の
う
ち
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機

業
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業

種に
ふ
ぐ
の
処
理
を
行
う
施
設

□

生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設

を

応じ

（ふ
り
が
な

）

た情
ふ
ぐ
処
理
者
氏
名

※
ふ
ぐ
を
処
理
す
る
営
業
の
場
合

認
定
番
号
等

報

」



□□

に
改
め
る
。

」

「

様
式
第
九
号
の

中
「の

型
番

」
を
「又

は
全
自
動
調
理
機
の
型
番

」
に
改
め
、
同
様
式
の

中

（表）

（裏）

業
飲
食
店
の
う
ち
簡
易
飲
食
店
営
業
の
施
設

□

生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設

□

種に
ふ
ぐ
の
処
理
を
行
う
施
設

□

応じ

（ふ
り
が
な

）

た情
ふ
ぐ
処
理
者
氏
名

※
ふ
ぐ
を
処
理
す
る
営
業
の
場
合

認
定
番
号
等

報

「

飲
食
店
の
う
ち
簡
易
飲
食
店
営
業
の
施
設

□
飲
食
店
の
う
ち
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機

業
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業

種に
ふ
ぐ
の
処
理
を
行
う
施
設

□

生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設



を
応じ

（ふ
り
が
な

）

た情
ふ
ぐ
処
理
者
氏
名

※
ふ
ぐ
を
処
理
す
る
営
業
の
場
合

認
定
番
号
等

報

」

□□

に
改
め
る
。

」
附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
九
号
に
相
当
す
る
改
正
前
の
様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
九
号
に

よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。


